
はじめに

本稿は、スウェーデンの障害者運動を事例に、
「新しい障害者運動」の特徴について明らかにす
ることを目的としている。「新しい障害者運動」
とは、単なる利益集団としての側面だけでなく、
「新しい社会運動」の側面をも持ち合わせた障害
者運動のことである。1970年代に始まるフォー
ディズムの危機以降、先進資本主義諸国における
蓄積体制は大きな変容を遂げた。この変容の中で
社会運動も、労働運動や協同組合運動など旧来の
物質主義的な価値の実現を主な目的とする社会運
動に加えて、「新しい社会運動」（以下、NSM と
略す）と呼ばれる形態の運動が各国社会において
数多く生起することとなった。それらは典型的に
はフェミニズムやエスニシティ、エコロジーや脱
原発、あるいは平和主義といった後期資本主義社
会において登場した新しい価値観に基づいた要求
を実現しようとする社会運動であった（トゥレー
ヌ 1978＝2011）。
本稿が主題とする障害者運動に関しては、従来
は NSM 論では十分に捉えきれない「解放政治と
いう本質」を有した社会運動と捉えられており
（Shakespeare 1993）、むしろ労働組合などと同様、
物質的な価値の実現を目的とする「古い社会運
動」と見なされてきた。しかしながら近年、欧州
諸国における障害者運動を中心に、旧来の物質的

な価値の実現には収まりきらない、NSM 的側面
を有した障害者運動が登場している。それらこ
そ、本稿の述べるところの「新しい障害者運動」
（New Disability Movement : NDM）であり、市民
権の理念に基づいた新しい障害者の権利の実現と
ともに、市民社会における障害者観の転換をも訴
求する障害者運動である。とは言え、こういった
NDM の活動実態に関しては十分な分析が進んで
いるとは言い難い。とくに、本稿が取り上げるス
ウェーデンでは、ナショナル・レベルの代表的な
障害者団体がこういった動向に積極的に関与して
いる。周知の通り、スウェーデンの障害者運動
は、隣国デンマークのそれと並んで、ノーマライ
ゼーションの概念を普及させてきた歴史を持ち、
ICF など国際的に使用されている障害概念にも大
きな影響を及ぼしてきた。この点から考える限
り、同国の障害者運動が今日目指しているアジェ
ンダは今後の国際的な障害者福祉の動向にも少な
からぬ影響をもたらすものと考えられる。
以上を踏まえて、本稿ではスウェーデンにおけ
る障害者運動を事例に、NDM の特徴について浮
き彫りにする。まず第 1章では NDM を捉える視
点として、DISCIT プロジェクトにおける
Waldschmidt らの「障害者権利アクティヴィズ
ム」論について検討する。障害者運動を市民権の
実現を目指す運動として捉えようとするこの議論
について検討しておくことは、とかく先行研究の
少ないこのテーマ1）を探求していく上で非常に有
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１）スウェーデンの障害者福祉についての研究は日本にも既に豊富な蓄積があるが，同国の障害者福祉を支えてきた
障害者運動に関しては，しばしばその「大衆運動の伝統」（高島 2001）としての重要性が指摘されつつも先行研
究が極めて少ない。日本で同国の障害者運動が研究対象として初めて取り上げられたのは 1980年代のことであ
り，それは同国の関係者が執筆した歴史論文の翻訳であった（訓覇［訳］1984，ガーデストレーム＝児島 1985）。
しかし，その後は施設職員による訪問記録が数件ばかり報告された程度である。近年では，清原（2011），河東 ↗

193



用である。次に、スウェーデンにおける障害者運
動の歴史に関して簡単にまとめた上で、同国最大
の障害者団体である「機能権スウェーデン」に焦
点を当て、組織と活動の概要について説明する。
その後、同団体の NDM としての特徴について把
握した上で、それらの持つ意味について考察す
る。最後に、障害者運動が NDM 的側面を持ちう
る要件について私見を述べ、本稿は締め括られ
る。

1．障害者権利アクティヴィズム

欧州の障害者運動研究では、近年になって障害
者運動の NSM 的側面を強調する議論がしだいに
見られるようになってきた。「DISCIT コンソー
シアム」2）による一連の論叢もその一例である。
このコンソーシアムは、欧州の複数の国々の研究
者やボランタリー・アソシエーションの活動家ら
が参加して実施されたプロジェクトである。ノル
ウェーの社会学者 Hvinden をリーダーに据えた
同プロジェクトは、EU から 4年間の資金を受
け、2016年までに、EU 加盟国における障害者の
市民権の実態について調査を行った。このプロジ
ェクトのうち、なかでもドイツ・ケルン大学の
Waldschmidt 率いるチームは欧州 9か国（ドイ
ツ、イタリア、イギリス、アイルランド、ノルウ
ェー、スウェーデン、チェコ、セルビア、スイ
ス）におけるナショナル・レベルの障害者団体に
ついて比較研究を行い、障害者権利アクティヴィ
ズムの類型として示している。
それによると、障害者権利アクティヴィズムと
は能動的市民権（active citizenship）の実現とい
う立場に立った障害者の集合的な政治行為のこと
であり、①自助グループ、②障害者組織、③障害
者権利運動（DRM）の 3 つに区分される
（Waldscmidt, et al. 2015: 105）。まず、①の自助
グループは、小規模であり、かつインフォーマル
な活動である。医師などの専門家に対する態度
は、それらの言説を無批判に信奉するようなグル

ープもあれば、一切の専門的知識を受け付けない
ようなグループもある。活動期間は極めて短く限
定されているため、社会科学的な調査による実態
把握も困難を極める。Waldshcmidt らの見るとこ
ろ、例えばフランクフルト学派の重鎮である
Offe などはこの自助グループについて、政治と
は無関係な集合行為であり、むしろ個人化によっ
て社会問題の断片化を促す恐れもあると見なして
いる。しかし、Waldschmidt らはこの自助グルー
プが、次の②障害者組織のような、より組織化さ
れたフォーマルな組織的政治行為へとつながる前
段階であり、「広い意味での政治参加の一形態」
と捉えている（Waldschmidt, et al. 2015: 107）。
次に、②障害者組織は規模的には①よりも大き
く、組織が法的に規定され、定款を備えるなど、
よりフォーマル化されており、比較的長期間にわ
たって存在する組織類型である。この障害者組織
は個々の障害者となおも近い距離を保っており、
主張される意見もより直接的でラディカルなもの
になりやすいという。ただし、個々の障害者組織
は歴史やメンバー、組織構造や実践の面でお互い
にかなり違っている。Waldschmidt らはこの点か
ら、障害者組織をさらに i）障害者運動組織
（DMOs）、ⅱ）障害者アドボカシー組織（DAOs）、
ⅲ）サービス供給組織（SPOs）の 3類型に分類
している。しかし、このような障害者組織の多様
性は、次の類型である③障害者権利運動の個々の
異質性に結びついているだけでなく、しばしばそ
れらの運動間で効果的な協力を実施する上での障
壁にもなっているという（Waldschmidt, et al.
2015: 109-111）。
最後の③DRM は、ナショナル・レベルで利益
集団として活動している大規模な団体である。表
1に見られる様に、大半の国においては障害者運
動の頂上団体として活動している（表 1）。これ
らの DRM は多様な障害者組織を傘下に抱えてい
る。よって時として、その組織内の統合力や凝集
性に問題を生じる場合もある。また、国によって
は政府との交渉を担っているため、主張される政

─────────────────────────────────────────────────────
↘ 田（2014），鈴木（2018）がとり挙げた程度にとどまっている。
２）なお，DISCIT という名称の由来は，プロジェクト名である“Making Persons with Disability to Full Citizens”（障害
を持つ人々を完全なる市民に）の略称からきている。
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策や意見は②に比して穏健化する傾向にあるとい
う。ここには当然、傘下団体である②の意向が関
わっている。②に関しては、頂上団体である③へ
の関与のあり方が組織によって様々であり、③の
掲げる原則に従おうとすれば、自らの主張を穏健
化せざるを得なくなる。逆に、個々の障害者組織
が③の掲げる原則を軽視して自らの主張を貫徹し
ようとすると、③の運動自体が断片化してしまう
のである。
このような傘下団体－頂上組織間の複雑な関係
は各頂上組織の規約に現われている。Waldscmidt
らも DRM の NSM 的な要素であるアイデンティ
ティ政治と同時に、このメンバーシップに関する
規約を重視し、欧州諸国における各障害者権利運
動が構成組織に求めている要件について分類して
いる（付表 1）。この表を見ると、アイルランド
の DFI のように傘下団体となる上での要件を明
示していない団体もあれば、ノルウェーの FFO
のように障害者等に対する最低限の保障を求めて
はいるものの、構成員についての割当は求めてい
ないような低度の要件を課している団体もある。
中程度の要件を求めている団体の場合、例えばド
イツの DBR では構成員や理事会の「過半数」に
障害者を割り当てるよう傘下団体に求めている。
イタリアの FID の場合、傘下団体の運営を担う
構成員の「大多数」が当事者かその親族である必
要がある。さらにイギリスの UKDPC は、この
ような障害のある会員による運営を規約に定めて

いる団体のみに代表となる資格を与えている。こ
のように傘下団体としての要件一つとっても、各
国の DRM によってかなりの相違があることがよ
く分かる。
以上に見たように Waldschmidt らの議論は、

DRA を規模の大小によって分類している。彼女
らが認めている通り、DRA には個人レベルの小
規模な組織から、中規模の団体、そして国家を代
表する大規模な頂上団体として活動する DRM ま
で、幅広い規模の団体が存在する。この点に関し
ては、スウェーデンの Sépulchre の認識とも共通
している。Sépulchre が指摘しているように、DRA
には小規模で個人的な側面を強調した、サイバー
空間上の運動もある（Sépulchre 2018）。さらに
90年代末に Humphrey が英国の事例を通して述
べていたように、労働組合運動の内部で障害を持
つ構成員たちが、女性や黒人、同性愛者など、組
合内の他のマージナルな層とともに小規模の自己
組織グループを作って戦略的な生き残りを図ろう
としていた例もある（Humphery 1998）。これら
の例における障害者組織も明らかに NSM との親
和性を持っており、Waldschmidt らの分類を構成
することになる。
しかしながら、そういった小規模の団体は一過
性で不安定な側面もあることから、国際比較の対
象にすることは極めて困難である。また、本稿の
見るところ、NDM は何も小規模な団体には限ら
れない。むしろ、Waldshcmidt らが明示したよう

表 1 欧州 9ヶ国の障害者団体全国組織※

※出典：Waldschmidt, et al.,（2015: 128-129）をもとに筆者が一部情報を
更新。

※※英国の UKDPC は同国保守党政権の緊縮策による影響で財政難に陥り、
2018年現在も活動を停止している。

※※※スイスに関しては、EDF に参加している代表組織が存在しない。
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なナショナル・レベルの運動体である障害者権利
運動も NDM 的な側面を持ちうる。言い換える
と、NDM は何も単体として展開されるような中
小の自助グループや障害者運動だけでなく、大規
模な DRM の新しい一側面として現われる可能性
もあるということである。

2．スウェーデン障害者運動小史3）

次に、スウェーデンにおける障害者運動史につ
いて見ておく。Hugemark＝Roman によれば、今
日のスウェーデンにおける障害者運動は従来のよ
うに障害者福祉の充実化を通した物質的資源の適
切な分配を訴求するだけでなく、「民主主義、市
民権、人権」といった政治文化的な変革をも強調
するようになっている（Hugemark＝Roman
2007）。本章ではそのような状態に至った経緯を
確認しておく。
スウェーデンにおける障害者運動の歴史は大変
古く、組織化が始まったのも 19世紀後半に遡る。
1868年、ストックホルム聴覚障害者協会（Stock-
holms Dövas förening）が同国内初の障害者団体
として設立された。その 20年後の 1889年、視覚
障害者協会（Synskadades riksförbund）が設立さ
れた。いずれも障害をもつ当事者の経済的保障を
政府に求めていた。その後、1920年代から 30年
代になると、機能障害者全国協会（DHR : De
Handikappades Riksförbund）などの今日大きな影
響力を持つ組織も続々と設立された。ガーデスト
レーム（1985: 97）によると、これらでは教育機
会や雇用、生計維持といった障害者にとっての
「死活問題」が議論されていた。
障害者団体と同様、各種患者団体の影響力も大
きく、また歴史も古い。付表 2からも分かるよう
に、現在の FRS の傘下団体もその多くは患者団
体で占められている（付表 2）。なお、同国で最
古の患者団体は 1939年に設立された結核患者協
会である4）。これに続き、1940年代には糖尿病協
会やリューマチ協会など、今日のスウェーデンを

代表する患者団体も相次いで設立された。
このように各障害者団体や患者団体が次々と設
立されていく中で、第二次世界大戦期である
1942年、ようやくそれらの間での協力組織が設
立されることとなった。これが「部分的労働可能
者協働委員会」（Samarbetskommmittén för Partiellt
Arbetsföra : SAMPAS）である。
歴史的に見ると、そもそもスウェーデンの障害
者運動の生起は、障害者の雇用問題と深く関わっ
ている。先に挙げた DHR も職業訓練校卒業生の
同窓会で De vanföras väl と呼ばれる団体がイェ
テボリ市で発足したのをきっかけに設立された。
当時、障害のある若者たちはその 1800年代にで
きた長い歴史のある職業訓練学校に通い、大工や
靴職人など、手工業を担うブルーカラー労働者層
として訓練を受けていた（DHR 2003）。
1930年代には手工業が下火になり、工場制機
械工業の時代に入った。1932年には、社会民主
労働党のハンソンを首班とする赤緑連合政権が成
立し、以降はいわゆる「国民の家」のスローガン
の下で福祉国家の建設が進む。その後、1938年
には政労使間でサルトシェバーデン協約が締結さ
れた。これは 1990年代までのスウェーデン・モ
デルの根幹を形成する協約となった。しかし、こ
の協定は一般労働者を念頭に置いた普遍主義的な
福祉国家への発展と言う意味では大きな意義があ
ったものの、障害者など特別なニーズをもつ人々
の声は隠れがちであった。障害者たちは自身の意
見を表明する必要があったが、この時点ではいず
れの障害者団体も LO などの労働組合との接点が
なかった。よって、それら障害者団体は、労組に
替わって、政府に障害者の労働市場における地位
改善を要求した（DHR 2003）。
先述の SAMPAS はこの様な状況のなかで結成
された初の協力組織であった。スウェーデンは第
二次世界大戦に参戦しなかったが、国内は折から
の特需に沸く一方で、深刻な労働力不足に陥って
いた。にもかかわらず、障害者の失業率は依然と
して高いままであった。そこで SAMPAS では、

─────────────────────────────────────────────────────
３）本章はとくに断りのない限り，HHF（2012）や，筆者が FRS や DHR に対して過去に行った現地インタビュー調
査の結果に基づいている。

４）なお，同協会は後年，心臓病・肺疾患協会（Riksförbundet HjärtLung : RHL）に改称している。
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当事者たちが障害や疾患の違いを超えて協力し、
雇用環境改善の実現のための協働が試みられた。
1940年代にこの委員会は、政府に労働市場にお
ける障害者に関する調査を依頼するようにもなっ
た（HHF 2012）。
1960年代に入ると、さらなる政治的発言力強
化の必要性を感じていた RHL と DHR という二
大組織間での協議が進んだ。この協議は 1962年
の全国障害者団体中央協議会（Handikappförbun-
dens Centralkommitté : HCK）の設立へと結実し
た。この HCK は雇用環境改善に特化した SAM-
PAS と比べても、障害者の生活問題全般に関わ
っているという点で、現在の FRS により近い形
で組織化されていた。HCK の末期には傘下団体
も 7つに増え、ナショナル・レベルにおける頂上
団体としての総合力を着実に高めていった（HHF
2012）。
その 10年後の 1972年、HCK は「全ての人の
ための社会」プログラムを策定した。同プログラ
ムは後に政府に設置された 1989年委員会5）の最
終報告書（1992年）にも継承され、さらには国
連の「障害者の機会均等化に関する基準規則」
（1993年採択）における 22規則の雛形にもなっ
た。なお、この行動プログラムは後に HCK を継
承した HSO、そして今日の FRS でも、組織の基
本理念として最重視されている。
さらに 80年代初頭には、国連障害者年（1981
年）に伴う「障害者フォーラム」をイェテボリ市
で開催するなど、HCK は活動の幅を拡げていっ
た。また、国内では障害のない人々も対象にした
包括法である社会サービス法（1980年）が制定
され、スウェーデン国民全般の社会福祉サービス
利用が普遍的に保障されることとなった。さらに

パーソナル・アシスタンス（PA）制度も導入さ
れ、介護を必要とする障害者が自ら介護者を選べ
るようになった6）。
90年代に入ると、HCK は HSO（障害者団体

連合）に改称し、組織改革を行った（1993年）。
改称の契機となったのは同年 LSS 法と LASS 法
という二つの画期的な法律が制定されたことであ
った。双方の法律によって、障害者の自立生活に
必要な援助がコミューンによる公的な責任の下で
保障され、さらに PA も全額公費で賄われること
になった。これら二法はスウェーデンの障害者運
動の史的到達点であり7）、障害者運動を新しい段
階へと導くものとなった。新組織 HSO でも、障
害者政策に関わる利益団体としての各団体間の協
力とともに、市民権や参加、人権といった分野で
の活動が一層強調されることとなった。加えて、
傘下団体の地位向上が図られ、HSO の決定が自
組織の利益に反する場合に発動できる拒否権など
が規約に設けられた（HHF 2012）。その後、HSO
は 2017年に現在の FRS へと改称し、医療政策に
ついても専門的な見解を述べることのできる団体
へと変化を遂げつつある。
以上のように、スウェーデンの障害者運動は発
足当初、雇用問題という物質的課題に焦点を当て
た単一争点型の運動であったが、1960年代には
障害者の生活全般の利益を代表する組織へと変貌
を遂げた。障害者福祉の水準が向上した 1970年
代、さらに LSS 及び LAS の二法が成立した 90
年代以降は、社会権の向上や参加、市民権の拡充
といった脱物質主義的な価値の実現も目指される
ようになった。次章で見る FRS の NSM 的な側
面も以上のような歴史の延長上にある。

─────────────────────────────────────────────────────
５）正式には「障害者政策に関する 1989年委員会」といい，障害者の社会参加促進策について調査を行い，94年以降
の障害者福祉改革の方向性を決定づけた（高島 2001）。

６）1984年には，Ratzka がストックホルム市にパーソナル・アシスタンス利用者のための協同組合 STIL を創設して
いる（ラツカ 1991）。

７）DHR 幹部（当時）の Willumssen はこう述べている。「80年代までの障害者運動のメンバーは［…］自分たちだけ
の理想を半ば独善的に考えていました。けれど，結果的には社会から隔離されてしまいました。自分たちのこと
しか見えていなかったからです。障害者である自分たちも，社会の一部を構成していることが分かっていなかっ
たのです。そうした中で，80年代に PA 制度ができ，90年代には LSS 法ができて状況は一変しました。機能障
害者も社会のメンバーであり，自分たちも社会に支えられて生きているという認識に変ったんです。それから今
日まで，障害者団体も機能障害のない人たちとともに働ける社会を作ることを目指すようになりました。そうい
った目標のために他の人たちや企業，政府などに『影響を与えていく』団体になったのです」（筆者によるインタ
ビュー調査より）。
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3．機能権スウェーデン

本章では、スウェーデン最大の規模を誇る障害
者団体である「機能権スウェーデン」（Funk-
tionsrätt Sveriges : FRS）について把握する。FRS
の前身は前章で触れた HSO であり、2017年の 5
月に改称を行った。傘下団体は 2018年 11月現在
41団体であり、そのほとんどを患者団体が占め
ている（付表 2）。会員は全国に 40万人以上お
り、同国の人口（約 960万人）の 4％以上を占め
る巨大組織である。FRS は政治的にも非常に強
力な発言力を持っている。同団体は政府障害者委
員会の構成団体であり、同国の障害者政策に関し
て常に大きな発言力を保持している。また、EU
レベルでも、欧州障害者フォーラム（EDF）の構
成団体であり、国際的にも活発な活動を展開して
いる。
以下では FRS の「新しい障害者運動」として

の 3つの特徴について説明する。

①利益代表としての一貫性
FRS の第一の特徴は①利益代表としての一貫
性である。先にも触れたように、同団体の運動は
歴史をたどれば、設立時には障害者の労働・雇用
問題を中心に訴求する階級運動としての側面が強
かった8）。しかしながら、後の 60年代の HCK へ
の組織再編に伴って、雇用のみならず、年金や教
育、住居といった障害者の生活問題全般を取り扱
う団体へと変化した。60年代の HCK、そして 90
年代以降の HSO の運動を継承する今日の FRS
でも、後述するように傘下団体の構成上、将来的
には医療政策的な要求が強まっていくとは思われ
るものの、この傾向は概ね変わらない。全国 40
万人以上の会員の声を受け止め、同国の障害者政
策全般に関して、政府や地方自治体に対して、同
国の利益政治の特徴的制度でもあるレミス9）だけ
でなく、国会議員や地方議会議員に対して、非公

式の接触も通して、粘り強い要求を続けている。
FRS のこのような利益代表としての側面を支
える財政はどのようになっているのだろうか。そ
の構造を詳細に見ていくと、とくに収入の面で同
国の障害者運動ならではの特殊性が備わっている
ことが分かる（図 1）。同団体の年間総収入は 2015
年度時点で約 1700万 SEK であり、日本円にし
て約 2億円程度となる。このうち、政府補助金は
約 5割を占めている。さらには、競争的資金への
依存度も非常に高い（約 4割）。この競争的資金
のうち、3割は相続基金財団（AAF : Allmänna
arvsfonden）からのプロジェクト助成金である。
FRS が受給している競争的資金のうち、AAF
以外の残りの部分は社会庁によって拠出されてい
るプロジェクト助成金である。よって、双方の競
争的資金はいずれも政府によって拠出された補助
金と考えることができるため、FRS の収入に占
める政府の資金は全体の 9割をも占めることにな
る。他方、社会運動団体にとっての自己資本と言
ってもいいほどの重要性を持つ会費収入について
は、全体の 8％足らずと非常に小さい。
この点を DHR と比較すると、FRS の利益代表

としての特殊性がよりはっきりと浮かび上がる。
DHR は会員 2万人を擁する機能障害者団体であ
り、主な会員は車椅子を使用している歩行障害者
である。規模こそ劣るものの、2章で見たように
古い歴史を有しており、FRS と並んで政治的発

─────────────────────────────────────────────────────
８）とは言え，単純に労働者階級の運動と同一視すべきではない。ペーターセンらによれば，第二次世界大戦前後の
北欧諸国は，社会民主主義政党によって労働者福祉の整備が進められていた時期だったが，障害者運動などの生
起は一般労働者中心だったそれらの普遍化政策の不備に異議を唱えるものでもあった（ペーターセンほか
2017）。

９）わが国におけるレミス制度についての研究は非常に少ないが，差し当たっては鈴木（2012）を参照されたい。

図 1 FRS（HSO 当時）の収入内訳（2015年度）※
※出典：HSO（2016）より、筆者作成。
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言力の大きい障害者団体でもある。同団体の収入
もやはり政府補助金が約 4割と最大を占めてお
り、かなり大きい。しかし、会費の占める割合は
収入全体の 16％であり、FRS の倍である（図
2）。以上からも、FRS の財政面での政府依存度
の高さがより際だっていることが分かる。

②政府に対する監視
このような政府依存度の高さからは当然、FRS
は政府寄りの団体なのではないかという疑いも生
じよう。しかし、FRS は常に政府の方針に従っ
ているような御用団体などでは決してない。むし
ろ、政府に対する監視を厳格に遂行している団体
であり、政府や地方自治体の障害者政策の動向を
常に厳しい目で見守っている。
例えば、2017年の 11月には、政府調査報告書

「差別に対するよりよい保護策について」に対す
るレミス答申で、FRS は政府提案を厳しく批判
している。同報告書は、これまでの障害者オンブ
ヅマンの役割を整理した上で、新しく「差別委員
会」を設置するという提案であった。しかし、
FRS はこの様な政府の提案が、個々の障害者に
対応した差別防止策を策定するようにとの国連か
らの勧告とも相容れないと指摘し、「差別委員会」
の設置は差別解消という点では実質的に意味がな
いと主張した（Ahlgren［FRS］2017）。先に触れ
た DHR が同じ調査報告書の内容について、法的
手続きの面でのわずかばかりの問題点を指摘しつ
つも、「受け入れない理由がない」として概ね歓
迎しているのとは大きく異なる（DHR 2017 b）。
FRS のようなネオ・コーポラティズム体制下
で政府と交渉を行う大規模なナショナル・レベル

の障害者団体は、政府との交渉を優先するが故
に、主張も穏便になり、個々の障害者の声を軽ん
じる傾向にあるとされる（Waldschmit, et al.
2015）。しかしながら、上述のようなレミスにお
ける対応を見る限り、FRS に関してはそのよう
な事実は認められない。

③市民社会に対する啓発
FRS の NDM としての 3つめの特徴は、③市

民社会に対する啓発である。この特徴は同団体の
改称の過程によく現われている。先述の通り、
FRS は 2017年 5月に、従来の団体名である HSO
から改称した。新団体名には「機能権」（funk-
tionsrätt）という言葉が採用されているが、これ
は新しく造られた造語であり、スウェーデンのあ
らゆる言葉を収集した社会省の Term Bank にも
登録されていない。
改称の理由について、FRS 幹部の Klein は以下
の 2つを挙げている（Klein 2016）。すなわち、
一つは、①同団体を構成する傘下団体の大部分を
患者団体が占めているからである。ここで付表 2
を改めて見ると、障害者団体は少数に限られてお
り、残るはすべて患者団体である（付表 2）。
Klein によると、この様な実情から同団体は既に
医療政策分野の代表的組織であると言ってよい。
にもかかわらず、外部にとってそのような認識は
薄く、医療政策面での発言力（「発信力」）が弱か
った。よって、ハンディキャップ（handikapp:
社会的不利）という言葉を団体名からあえて削除
することで、医療政策にも強い団体としてイメー
ジアップを図ろうとの意図である。
二つ目の理由は、②社会における障害観の変化
を促進するためである。スウェーデンでは 70年
代以前まで、個人の身体的、知的または精神的な
機能的能力上の不利を表す funktionsnedsättning
（機能障碍）という言葉が使われてきた。それが
70年代にノーマライゼーションの概念が普及す
ると、しだいに個人の不利の原因を社会環境に求
める議論が多くなってきた。不利が生まれるのは
障碍をもつ個人の問題ではなく、環境に関わる個
人にアクセシビリティの欠如などの制約がもたら
されているという考え方の下で funktionshinder
（機能障害）という言葉が使われるようになった。

図 2 DHR の収入内訳（2016年）※
※出典：DHR（2017 a: 32）を参考に筆者作成（単
位：千 SEK）。
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このような障害を捉える上で環境要因を重視する
視点は、国際保健機関（WHO）による国際生活
機能分類（ICF : 2001年 5月採択）にも織り込ま
れており、今日の障害者政策を構想する上で国際
的にも基本的な考え方となっている（障害者福祉
研究会編 2008）。
今日の FRS はこのような「障害」概念をさら

に発展させ、funktionsrätt（機能権）という言葉
を普及させようとしている。その狙うところは、
障害者が人権に基づいて、完全に参加する権利が
達成される社会を構築することにある。Klein が
示している用例を見ても、この名称変更が市民社
会に働きかけ、その障害者観を変化させようとし
ていることがわかる（表 2）。そこでは、「『障害
者』から『機能権』を実現する人たちへ」という
ように、自らの名称変更を通して市民社会におい
て社会的不利を抱えた人々に対する認識の変革を
促す FRS の文化闘争的な狙いが込められている
のである（Klein 2016）。
もちろん、このような改称の背景には、FRS
の巨大利益団体ならではの事情があることは否め
ない。すなわち、それは傘下団体間のダイナミズ
ムである。先に触れたように、FRS の傘下団体
の大半はすでに患者団体で占められている。ま

た、近年では DHR や RBU（身体障害児・者全
国協会）といった有力な障害者団体が相次いで
FRS を離脱した。なかでも、DHR は 2章で触れ
たように 1942年時点の創設メンバー団体の一つ
であり、長らく傘下団体として活動していた。よ
って、2012年の離脱は FRS にとって、ことのほ
か衝撃的であった。
DHR が離脱に至った理由は障害者観の違いで

あったという。当時の Johansson 会長によれば、
FRS の障害者観は患者としての視点が強くなり
すぎたため、その点が DHR の障害者観とは大き
く異なってしまったとのことである10）。もちろ
ん、両団体は決して反目しあっている訳ではな
い。責任者であった Johansson 会長も離脱表明の
際、FRS（当時の HSO）とは今後も継続的に協
力関係を維持していくことを強調していた。とは
言え、DHR のような有力な傘下団体に離脱され
た FRS の組織内の凝集性は確実に弱まってきて
いる。そこで、障害者をイメージさせる言葉とし
てすでに同国内で定着したハンディキャップ（社
会的不利）という言葉を敢えて組織名に使用せ
ず、「機能権」という新しい概念の下に各患者団
体の FRS への統合を図ろうとしたものと思われ
る。
背景にある諸々の事実からは、以上のようなあ
る種の推測が成り立つ。しかしながら他方で、
FRS が市民権の完全なる実現という今日の欧州
諸国における障害者権利運動のメインストリーム
の延長上で、政治文化的な闘争の一環として「機
能権」という用語を使用していることも確かであ
る。そして、この点こそ、同団体の NDM として
の最大の特徴だといえよう。

4．考察

本章では、前章で指摘した 3点の特徴が持つ意
味について順を追って考察する。
まず①の特徴は、FRS が NSM 的側面をしだい
に強調しつつも、既存の利益団体としての活動を
通じて、障害者福祉の質的・量的向上を頑なに訴

─────────────────────────────────────────────────────
１０）SHT（現 Funktions Hinder Politik）の 2012年 2月 29日付記事“Därför lämnar DHR Handikappförbunden”（http : //

svenskhandikapptidskrift.se/darfor-lamnar-dhr-handikappforbunden/，最終閲覧日 2018年 11月 23日）より。

表 2 「機能権」という言葉の用例（Klein 2015）

「私には脳に傷害があり、情報を理解することは困
難です（障碍）。このウェブサイトは私のニーズに
合うように設計されていません（障害）。私は情報
を理解するために他の人と同じ権利を持っていま
す。それが私の機能権です！」

「私の子供は集中力に問題があります（障碍）。で
も、学校は授業に参加できるように設計されていま
せん（障害）。彼は他の子供のように学校で学ぶ資
格があります。それが彼の機能権です！」

「私たちには慢性的な病気があり、障碍をもってい
ます。医療は私たちのニーズに合わせて設計されて
いません（障害）。私たちには他の人たちと同じ条
件で機能できるようにケアを受ける資格がありま
す。それが私たちの機能権です！」
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え続けているということである。さらなる市民権
の拡大、民主主義の徹底を訴えつつも、障害を持
つ人々を代表する利益団体としての根幹である障
害者福祉の充実が運動目標の規定に据えられてい
る。NDM は、ただ単に「新しい」側面のみで構
成されている訳ではない。物質的利益の訴求とい
う歴史的に綿々と受け継がれてきた役割が果たさ
れてこそ、脱物質的な、「新しい」要求も効果的
に訴求し得るのである。
②の特徴は、国家の障害者政策の面での後退に
対する警戒のみならず、国家によるメタ・ガバナ
ンス、すなわち「ガバナンスをガバナンスするこ
と」に対する監視機能の可能性にもつながる11）。
ひいては、「対抗的ヘゲモニー」12）の形成につなが
る可能性も十分に拓かれる。メタ・ガバナンスを
単なる国家による強制的支配の貫徹を目途とした
ガバナンス編成に終わらせるのではなく、個々の
障害当事者の声を反映した民主的ガバナンスを実
現するためにも、そのような「対抗的ヘゲモニ
ー」としてのアソシエーションによる「抵抗」
と、市民社会の側からのメタ・ガバナンスのコン
トロールが不可欠であろう（福地 2017）。もち
ろん、そういった「対抗的ヘゲモニー」をナショ
ナル・レベルで形成し、維持する上では、当該ア
ソシエーションの内部統制、凝集性の維持のあり
方も重要となろう。
③は NDM の特徴として最も重要である。FRS
は国家に対して、障害者福祉や雇用環境の充実と
いった物質的な側面での向上を訴求しつつも、
「完全なる市民権」の実現を通した市民という立
場の承認を市民社会に訴えていた。さらには組織
名改称を通して市民社会に対する啓発を行い、そ
の内部に蔓延る古い障害者観まで変革することを
求めていた。このような文化的闘争にこそ、
NDM ならではの新しさが存在する。この動向は
いずれ、国際機関にも大きな影響を与えることに
なろう。もちろん、現状ではまだ憶測に過ぎな
い。しかし、これまでも国際的に大きな影響を与

えてきた同国の障害者運動のことである。世界各
国で「機能権」という用語が使用される時代が間
近にやって来ることさえ、単なる想像とは否定し
切れまい。

結びにかえて

以上、本稿ではスウェーデンの FRS を事例に
NDM の特徴について明らかにすることを目的と
して議論してきた。第 1章では、議論の前提とし
て、Waldtscmidt らの DRA 論について検討して
きた。同論は障害者の完全な市民権を実現する運
動として DRA を捉えており、この点では NDM
論との親和性をもつ。さらには、彼女たちが
DRA を広く障害者による集合的政治行為の 1つ
と位置づけたことで、NDM の諸特徴を見定める
上での枠組としても援用しうるようにもなった。
続いて第 2章では、スウェーデンにおける障害者
運動の歴史について簡単に振り返った。その結
果、大戦期までは雇用という極めて物質的な課題
を主訴とした単一争点型であった同国の障害者運
動は、障害者福祉全般の向上を訴える運動へと変
化した後、更なる障害者福祉政策の充実に伴っ
て、市民権や人権といった普遍的権利の実現を強
調する運動としての側面を強調し始めたのであ
り、近年の NDM への発展もこの流れの延長にあ
ることがわかった。第 3章では、スウェーデンの
ナショナル・レベルでの代表的な障害者運動であ
る FRS の活動について分析し、①利益代表とし
ての一貫性、②国家に対する監視、③市民社会に
対する啓発という 3つの特徴を浮き彫りにした。
続く第 4章で、これら 3つの特徴が語る意味につ
いて考察した。
これらの知見から改めて NDM とは何かを述べ
ると以下のようになる。すなわち、NDM とは、
障害を持つ当事者や家族、支援者などによる社会
運動であり、障害者福祉や雇用環境の充実といっ
た障害者をめぐる物質的な利益の訴求を一貫して

─────────────────────────────────────────────────────
１１）メタ・ガバナンスに関しては Jessop（2011）や Sørensen＝Torfing（2009），山本（2017）を参照。但し，メタ・ガ

バナンス論に関しては，例えば Davies のようにこれを懐疑的に見ている論者もいることにも留意する必要がある
（Davies 2013）。

１２）「対抗的ヘゲモニー」の概念については，斉藤（2000）がグローバル化の文脈で論じている。しかし，本稿におい
ては，あくまでもナショナルな枠内でのそれを指している。
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活動の基本としつつも、民主主義や市民権、普遍
的な人権の理念に基づいた文化的な変革の実現を
も国家や社会に対して訴求する障害者運動のこと
である。このような NDM は、もちろん小規模な
単体の組織活動として現われる場合もある。ま
た、既存の大規模な DRM の新しい一側面、すな
わち「古い運動」の「新しい側面」として現われ
る場合もある。
繰り返せば、こういった NDM 的な要求は、何

よりも当該障害者団体が障害者福祉の向上という
実績を積み上げ、利益団体としての信頼を広く獲
得できてからこそ主張できるものであり、だから
こそ市民社会にも正統な要求として受け入れられ
るものであろう。FRS にしても、長い歴史の中
でスウェーデンの障害をもつ人々の福祉の向上の
ために貢献し、着実に実績を残してきたからこ
そ、NDM としての性格を持ち得たのである。こ
の点で、あらゆる障害者運動にとって利益団体と
して障害者福祉の向上に努めることは、今もなお
将来的な市民権や人権、民主主義の実現にも結び
つく基本的かつ重要な活動であると言えよう。
本稿に残された課題には、まず何よりも、「機

能権」概念の位置づけに関する考察がある。例え
ば、障害者福祉の分野ではすでに広く世界的に普
及しているものとしてノーマライゼーションの概
念があるが、「機能権」概念はこの概念とはどの
ような関係をもっているのであろうか。FRS は
この点について今のところ明示してはいないが、
今後の同概念の普及を見据える上ではより十分な
検討がなされる必要があろう。FRS の今後の動
向とともに、この点に関しては機会を改めて探求
することとしたい。
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付表 1 全国団体の代表となるための要件の比較※

代表要件の程度 全国団体 規約で求められている構成員の条件

代表要件なし DFI
（アイルランド）

各組織はガバナンスの観点から自主的でなければならず、その唯一の目的は障
害者の支援と進展および／または障害状態に関連していなければならないという
ことである。

低度の代表要件

FFO
（ノルウェー）

FFO の会員資格を得るためには、a）障害を持つ人や慢性疾患を持つ人、また
は自分の利益を行使するために援助を必要とする親族を組織していなければなら
ず、b）障害および慢性疾患を持つ人々と、組織内で彼らに大きな影響を与える
人も確実に保障でき、c）［．．．］すべての障害者および慢性疾患患者およびそ
の家族が、当該組織のメンバーになれる必要がある。

NOOIS
（セルビア）

次の基準を満たす組織は、完全に資格のある構成員になることができる。即
ち、大部分の加入者がそれぞれ異なるタイプの障害者である組織と、異なるタイ
プの障害者に関する特定の問題に取り組む組織。

中程度の代表要件

DBR
（ドイツ）

DBR のメンバーは、障害を持つ人々とその親族および支持者の組織であり、
障害者や慢性疾患患者、その親族や支持者がメンバーと理事会の双方で、過半数
を占めている必要がある。

FID
（イタリア）

FID は、障害者とその家族による非営利の組織、連合体、全国団体のみで構成
されており、それらは障害者の権利を保護した後も継続的かつあらゆる形で努力
する。FID のメンバーは、障害者および／または家族の組織、連合体および団体
であり、それらの存在は法令で保障されており、大多数が障害者および／または
その家族といった自分自身を代表することができない人々によって運営されてい
る。FID は、あらゆる種類の障害を代表する組織が加盟する組織である。

HSO
（スウェーデン）

［構成組織は］彼らが主張している障害を持つ人々のグループを代表するもの
でなければならない。［．．．］この文脈における「代表」とは、理事会のメンバ
ーおよび他の意思決定機関の半数以上が障害を持つ人であるか、障害児の親族、
または成人ではあるが、障害があるため、社会で自身の権利を主張できるように
支援する必要がある人々のことをいう。

NRZAP
（チェコ）

これらの規約の目的のために障害を持つ人々の［市民社会］組織は、障害のあ
る人または個人会員の過半数によって法的に代表として承認された組織から構成
されるものと見なされる。

高度な代表要件 UKDPC
（イギリス）

UKDPC の完全会員は、その全会員または議決権のある会員の過半数が障害者
であり、運営体の構成員の大部分を障害者とすべきと規約に定めている英国の障
害者組織に開放されなければならない。

※出典：Waldschmidt, et al.（2015: 145-146）.
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付表 2 FRS 傘下団体（2018年時点）※

※出典：FRS の Web サイト及び各団体の年次報告書などより、筆者作成。なお、斜体
が障害者団体である。
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From Disability to “Functional Rights” :
the “New Disability Movement” in Sweden

Shioto Fukuchi*

ABSTRACT

Disability movements are generally understood as social movements that focus on improv-
ing the material welfare of persons with disabilities. In recent years, several European disabil-
ity organizations, such as Functional Rights Sweden (FRS), have established new social
movements that emphasize the active citizenship and rights of disabled persons. Thus, this
study examines the features of this New Disability Movement (NDM). For this purpose, it
first analyzes the history of Swedish disability movements, including the theory of Disability
Rights Activism developed by the DISCIT Project. Then, it focuses on the organizational
structure, financial situation, and related activities of FRS, which is the largest disability or-
ganization in Sweden and a member of the Swedish Disability Committee. Based on the find-
ings, FRS includes three features. First, although FRS receives large-scale financial support
from the government, it also fulfills its responsibility as an interest group by representing
Swedish persons with disabilities and improving the welfare of such individuals. Second, FRS
closely watches government trends in welfare policies regarding disabled persons compared to
other interest groups, such as DHR. Finally, FRS includes the coined term “functional rights”
in its name, struggles to, politically and culturally, dispel discriminatory perspectives regard-
ing disabled persons in civil society. This final point is one of the most important features of
this NDM in Sweden. However, the implication of the findings is that FRS must continue fo-
cusing on the material welfare of persons with disabilities. So, that is why they can be pro-
moting the changes of political and cultural circumstances around the persons with disabilities
in civil society, powerfully.
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